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火災シーズンに備えて 消防団の通常点検

受賞者（敬称略・順不同）

栃木県知事表彰

○模範消防団員

　第２分団団員　海老沼 高行

栃木県消防協会長表彰

○勤続章（２５年）

　副 団 長　 大髙 和広

○勤続章（２０年）

　本部分団団員　秋山 隆洋

○勤続章（１５年） 

　本 部 団 員　 石川 寛

　本部分団団員　福田 順一

　第２分団団員　山中 光男

　第２分団団員　長谷川 美貴男

○勤続章（１０年）

　本部分団団員　長岡 武仁

　第１分団分団長　森 雄飛

　第１分団副分団長　上原 雄貴

　第１分団団員　秋元 文雄

　第２分団分団長　茅原 寿

　第２分団班長　松本 武

　第３分団団員　大橋 潤一

　第３分団団員　田村 一樹

　第４分団団員　老沼 範繁

　第４分団団員　知久 忍

　第４分団団員　鈴木 雅人

　女性消防班班長　前澤 加奈恵

　女性消防班団員　橋本 かおり

栃木県消防協会下都賀支部長表彰

○功績章（８年）

　第１分団班長　木暮 真澄

　第２分団団員　杉山 翔

　第２分団団員　中田 陽司

　第３分団副分団長　岡村 直哉

　第３分団団員　齊藤 一拓

　第４分団団員　舘野 修一

　第６分団団員　亀田 卓歩

　女性消防班団員　栗田 舞

○勤続章（５年）

　本部分団班長　告坂 優三朗

　本部分団団員　森田 竜童

　第２分団団員　細谷 拓実

　第２分団団員　関 昂亮

　第４分団班長　田村 幸樹

　第６分団分団長　原 康平

　女性消防班団員　浅井 絵里

　女性消防班団員　大森 未来

　火災の発生しやすい季節を迎えた１０月１９日（日）、消防団通常点検が日鉄建材ＰＡＲＫ（町総合運動公園）多目的広場で

行われました。

　団長指揮のもと、消防団員は規律正しく人員並びに服装等の点検を受けました。当日は、各種の表彰も併せて行わ

れました。その後、同会場で分列行進を行い、通常点検は終了となりました。

野木町の 防災 Vol.80 問総務課　撒（57）4112

野木町長表彰

○永年勤続章（２５年）

　栃木県消防協会長表彰勤続章と同じ

○永年勤続章（２０年）

　栃木県消防協会長表彰勤続章と同じ

○永年勤続章（１５年）

　栃木県消防協会長表彰勤続章と同じ

○永年勤続章（１０年）

　栃木県消防協会長表彰勤続章と同じ

○永年勤続章（５年）

　栃木県消防協会下都賀支部長表彰 

　勤続章と同じ

○永年勤続消防団員ご家族に対する 

　感謝状（２０年）

　本部分団団員　秋山 隆洋ご家族様

○永年勤続消防団員ご家族に対する 

　感謝状（９年）

　本部分団団員　小林 大輔ご家族様

　本部分団団員　永田 明也ご家族様

　第２分団副分団長　加藤 裕一ご家族様

　第２分団班長　神原 良太ご家族様

　第２分団団員　前澤 亮介ご家族様

　第４分団副分団長　岩﨑 千昌ご家族様

　第６分団団員　舘野 友弥ご家族様

　第６分団団員　工藤 啓太ご家族様

○無火災分団

　第１分団、第２分団、第４分団

○優良防火管理事業所

　スーパーライブガーデン野木店 様

○町政功績表彰

　栃木県消防協会長表彰勤続章（１０年）

　と同じ

○感謝状贈呈　　　

　柳父 勝徳 様　　重山 倫輝 様

　樋口 大智 様　　岡田 弘 様

　大野 周一 様　　大髙 徹 様

　針谷 聡 様　　　岩瀨 泰輔 様

野木町消防団長表彰

○優良団員

　第２分団団員　細谷 拓実

　第２分団団員　関 昴亮

　第３分団団員　小林 誠

　第３分団団員　眞瀬 学

○優良分団

　第３分団

自分たちの町は自分たちで守る !!

消防団員募集中

　消防団とは、その地域に「住んでい

る」「働いている」人によって構成され

る町の消防機関です。

　一人ひとりが、それぞれの仕事を

持ちながら「自分たちのまちを自分た

ちで守りたい」という心で様々な活動 

を行っています。消火活動や救助 

活動だけでなく、火災を起こさない

ための防火活動や応急手当の知識・ 

技術などをより多くの人に習得して

もらうための普及活動など誰にでも

できることがたくさんあります。

【入団資格】

　○町内に居住、または勤務する男女

　○年齢１８歳以上の方

【活動内容】

　○火災予防活動　○火災消火活動

　○水防活動　

　○災害地における消防活動　

　○定期的な消防団員として必要な

　　教育および訓練

【待遇】

　○報酬

　　野木町特別職の非常勤職員とな

　　り、階級に応じた年俸

　　（一般団員で年額６万１千円）

　○退職報償金制度

    勤務年数により支給

　　（一般団員５年で２０万円）

　○公務災害補償制度　○研修制度

　○被服貸与　○表彰制度

【受付期限】

　１月２３日（金）まで

●本部分団：松原、新橋

●第１分団：友沼、潤島

●第２分団：野木　

●第３分団：南赤塚、中谷、丸林

●第４分団：若林、佐川野、川田

●第６分団：野渡

各分団の管轄


